
旧長南幼稚園活用案に係るパブリックコメント実施要領 

 

１．意見募集の対象案件 

旧長南幼稚園活用案 

２．募集期間 

令和３年２月１日（月）～令和３年２月１４日（日） 

３．意見を提出できる方 

（１）町内に住所を有する方 

（２）町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他団体 

（３）町内の事務所または事業所に勤務する方 

（４）１～３以外で長南町が行う政策などにより利益または損害を受ける方 

４．旧長南幼稚園活用案の閲覧方法 

（１）企画政策課、窓口で閲覧（平日８時３０分～１７時まで） 

（２）長南町ホームページから閲覧 

５．意見提出方法 

（１）意見の提出様式は、別紙意見等記入用紙にご記入ください。 

（２）意見の提出方法は、直接窓口にお持ちになるか郵送・ファックス・電子メールで 

提出して下さい。 

６．意見提出先 

（１）郵送の場合 

２９７－０１９２ 千葉県長生郡長南町長南２１１０番地  企画政策課宛 

（２）ファックスの場合 

０４７５－４６－１２１４  企画政策課宛 

（３）電子メールの場合 

kikaku@town.chonan.lg.jp 

７．意見等の取扱いについて 

提出されたご意見等は、旧長南幼稚園活用にかかる検討の参考にするため、意見の概要等

を整理して、それに対する町の考えをまとめて後日公表します。ただし、個人情報、あるい

は個人が特定できるような情報は公表することはありません。 

また、ご意見等に対しての個別の回答は致しかねますのでご了承ください。 


